
☆関連する規制
建築物の事前調査は、
➀建築物石綿含有建材調査者 又は
②令和５年９月３０日以前に日本アスベスト
調査診断協会に登録され、事前調査を
行う時点においても引き続き同協会に
登録されている者

のいずれかが実施する必要があります
（令和5年10月1日施行）

詳しくは、石綿総合情報ポータルサイトを
ご覧ください

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
（トップページ＞

工事の元請業者のみなさまへ）

報告様式（石綿障害予防規則様式第１号）



レベル２ レベル３
（発じん性が著しく高い） （発じん性が高い） （発じん性が比較的低い）

事前調査の実施、掲示、結果保管（40年保管）
＜石綿則第3条＞

事前調査の実施、発注者への説明、掲示 ○
＜大防法第18条の17＞

届出事項の発注者への説明 ＜大防法第18条の17＞ ○ ○ －
事前調査の実施 ○

＜建設リサイクル法施行規則第2条＞

作業計画の作成、周知 ＜石綿則第4条＞ ○ ○ ○
「工事計画届」 ＜安衛法第88条第4項＞ ○ － －

（14日前までに労働基準監督署長あて提出）

「特定粉じん排出等作業届出書」（発注者等） ○ ○ －
（14日前までに都道府県知事等あて提出）＜大防法第18条の15＞

事前届出の実施 ＜建設リサイクル法第10条＞ ○
（工事着手7日前までに都道府県知事等あて提出） （特定建設資材への付着した吹付け石綿等の有無や除去等の措置、その他計画等について届出書に記載）

「建築物解体等作業届」 ○ ○ －
（作業前に労働基準監督署長あて提出）

＜石綿則第5条＞

事前措置の実施 ○
＜建設リサイクル法施行規則第2条＞

特別教育の実施
（対象：解体等作業従事者全員） ＜石綿則第27条＞

石綿作業主任者の選任 ＜石綿則第19条＞ ○ ○ ○
健康診断の実施、記録保管（40年保管）

＜石綿則第40条、第41条＞

呼吸用保護具 ○ ○ ○

エアラインマスク
電動ファン付きマスク

＜石綿則第14条＞ 全面形防じんマスク 全面形・半面形マスク 半面形マスク
（フィルタ区分３） （フィルタ区分３） （フィルタ区分3又は2）

保護衣・作業衣 ○ ○ ○
＜石綿則第14条＞ 保護衣（使い捨て） 保護衣 保護衣/作業衣

「解体等作業に関するお知らせ」の掲示
（周辺住民から見やすい位置） ○ ○

＜大防則第16条の4、基安発第0802001号通知（平成17年)＞

＜石綿則第15条、第33条、第34条＞

作業方法 手作業
隔離養生、前室の設置、HEPAフィルタ付き負圧除じん機、
漏洩の点検・(記録・保存(大防則）)/真空掃除機の設置

（切断等を行わない場合）

　除去を行う部分の周辺を事前養生

＜石綿則第6条、大防則第16条の4＞

石綿含有建材の湿潤化 ○ ○ ○
＜石綿則第13条、大防則第16条の4＞ （薬液等）＜大防則第16条の4＞ （薬液等）＜大防則第16条の4＞

作業場の清掃(毎日) ○ ○ ○
＜石綿則第30条＞ （特に隔離養生撤去前） （特に隔離養生撤去前）

分別解体の実施 ○
＜建設リサイクル法第9条＞

廃棄物の種類

＜廃棄物処理法第2条、施行規則第1条の2、施行規則第7条の2の3＞

廃棄物の処理方法 ＜廃棄物処理法第12条、第12条の2、第12条の3＞ 　　表示、こん包等飛散防止、他の廃棄物と区別 他の廃棄物と区別、破砕禁止
委託契約書の締結 ＜廃棄物処理法施行規則第8条の13、施行令第6条の5＞　　 ＜廃棄物処理法施行令第6条＞

マニフェストの交付 　　溶融処理、無害化処理 溶融処理、無害化処理
飛散・流出の防止 　　埋立処分（管理型又は遮断型最終処分場） 埋立処分

（固型化、その他飛散防止の措置を講じ、2重こん包）　　 （一定の場所、覆土）

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置 △　埋立記録、保存(処分業者）

事前通知、帳簿の備付 ＜廃棄物処理法第12条の2＞　　 ＜廃棄物処理法基準省令＞

作業環境測定、記録の保管（40年保管)
（常時取り扱う屋内作業場、6ヶ月ごとに１回） ＜石綿則第36条＞

作業の記録、保管（40年保管） ＜石綿則第35条＞ ○ ○ ○

注３　建設リサイクル法の対象は、特定建設資材（※）を用いた建築物等に係る解体工事等であって、一定規模以上（①建築物解体：床面積合計80㎡以上　②建築物新築：同500㎡以上　③建築物修繕・模様替：請負代金1億円以上
　　　④その他の工作物：同500万以上の場合）の工事

※　「特定建設資材」とは、①コンクリート、②コンクリート及び鉄から成る建設資材、③木材、④アスファルト・コンクリートであり、これらが廃棄物となったものを「特定建設資材廃棄物」という　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H26.6

（がれき類、ガラス・コンクリート及び
陶磁器くず、廃プラスチック類、等）

注４　呼吸用保護具のうちレベル１については、隔離を行った作業場所で石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業を行う場合で石綿を除去する作業のみ、電動ファン付き呼吸用保護具又はエアラインマスクの着用につい
       て法令上の義務付けがある。それ以外の作業における呼吸用保護具の種類については、全面形防じんマスクを含めて通知、マニュアル等での指導事項

注２　安衛法：労働安全衛生法、石綿則：石綿障害予防規則、大防法(則)：大気汚染防止法(施行規則)、廃棄物処理法(施行令、施行規則、基準省令)：廃棄物の処理及び清掃に関する法律(施行令・施行規則、埋立処分基準省令)、
      建設リサイクル法（施行規則）：建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（施行規則）

注１　黒字は法令上の義務付け事項、青字は通知、マニュアル等での指導事項

○ ○ ○

○ ○

○

（対象は特定建設資材に付着した吹付け石綿等の除去等、特定建設資材を適正に分別解体等するための措置）

注５　地方公共団体の条例等により、上記以外にも規制等が適用される場合がある

○○ ○

○

「廃石綿等」
（特別管理産業廃棄物）

（特定建設資材廃棄物（※）をその種類ごとに分別するため、事前措置を含め解体工事等を計画的に施工）

「石綿含有産業廃棄物」

○ ○

＜大防則第16条の4＞

○

（解体等工事が特定粉じん排出等作業を伴う建設工事に該当するか否かに関するもの）

○ ○

立入禁止の掲示、飲食喫煙禁止の掲示、有害性等の掲示

休憩室の設置、洗顔/洗身/うがい設備の設置、更衣設備の
設置、洗濯設備の設置            ＜石綿則第28条、第31条＞

（対象はコンクリート等の特定建設資材（※）に付着した吹付け石綿等の有無等、対象建築物等に関する調査）

（耐火/準耐火建築物の除去作業）

（除去/封じ込め/囲い込み作業） （除去/封じ込め/囲い込み作業）

○

○

（封じ込め/囲い込み及び耐火/準耐
火建築物以外の除去作業）

○

（除去/封じ込め/囲い込み作業）

○ ○
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吹付け石綿 
石綿含有吹付けロックウール 

ひる石吹付け バーライト吹付け 耐火被覆板（ケイカル板2種） 
断熱材（煙突、屋根折板）、保温材 

スレート,石綿含有岩綿吸音板,Pタイル 
ケイカル板1種,サイジング,石綿セメント板 

使い捨てマスクは 

使用してはいけません！ 
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厚生労働省・国土交通省・環境省  

吹付け石綿 

レベル１ 
(発じん 性著しく高い） 

レベル３ 
(発じん 性が比較的低い） 

レベル２ 
(発じん 性高い） 

 



建築物などの解体等作業の

目視での見落
建築物、工作物、船舶（鋼製の船舶に限る）の解体、破

事を行う事業者は、石綿障害予防規則第３条に基づき

用の有無を調査しなければなりません。事前調査の方

目視、設計図書等を行って確認します。さらに、これら

ときは、分析による調査が必要になります。

目視は事前調査の基本ですが、解体工事において建

目視での見落

目視は事前調査の基本ですが、解体工事において建

例があります。以下の事例リストを参考に、見落としのな

目視での見落と

内装仕上げ材（天井ボード、グラスウールやセメント板
込み工事等による）

石綿含有吹き付け材の上からロックウール（石綿含有無

鉄骨造の柱・梁に石綿含有吹付け材が存在し、その内装

鉄骨造の柱に吹き付けられた石綿含有吹き付け材の周囲

天井の一部に仕上げ材（意匠）として石綿含有吹き付け天井の 部に仕上げ材（意匠）として石綿含有吹き付け

煙突内部の石綿建材の上がコンクリートで覆われている

外装（外壁や柱）のボードや金属パネルの内側に石綿等

鋼板の仕上げ材の裏打ちとして石綿等が吹き付けられて

外壁とコンクリ ト床の取り合い（上階と下階を区画す外壁とコンクリート床の取り合い（上階と下階を区画す
仕上げられている

防火区画の貫通部（給排水および電気設備）に石綿等が

準耐火建築物の、防火区画、異種用途区画などで建物全
で石綿含有の吹き付け材がある

敷居 な 大 奥 1区画 み石綿等が吹き付敷居のない大フロアで、奥の1区画のみ石綿等が吹き付

機械室や地下フロア等が用途変更され、石綿含有吹き付
る

以下のような見えない部分に石綿等が吹き付けられてい

・玄関のひさしの中 ・ガラリ内（結露や震動音防止のた

最上階天井裏スラブ カ テンウ ル裏打ち機械室・最上階天井裏スラブ ・カーテンウォール裏打ち機械室

これらのほかにも、見落としやすい例は多くあります。漏れ
き付け等の事例に関する情報を蓄積し、事業場内で共有

【参考】

「石綿含有吹付け材」には、主に耐火被覆用・吸音用・結露防止用
吹付け材と仕上げ用としての吹付けパーライト、吹付けバーミキュラ
の有無の確認も重要なポイントになるの有無の確認も重要なポイントになる。

厚生労働省・都道府県

事前調査における留意事項

落としに注意！
破砕等の作業、石綿等の封じ込めまたは囲い込み工

き、あらかじめ、その建築物などについて、石綿等の使

方法は、発注者から使用状況の通知を受けるとともに、

の方法で石綿等の使用の有無が明らかにならかった

建物内部に使われている石綿建材などが見落とされる

落としに注意！

建物内部に使われている石綿建材などが見落とされる

ない目視をお願いします。

としやすい事例

板等）の下に石綿含有吹き付け材が存在する（過去の囲い

無し）が吹き付けられる

装仕上げ材としてモルタル等が使われている

囲をブロック等で意匠的に仕上げている

け材が使用されているけ材が使用されている

る

等が吹き付けられている

ている

する）の層間塞ぎとして石綿等が詰められ モルタル等でする）の層間塞ぎとして石綿等が詰められ、モルタル等で

が使用されている

全体の柱、梁の耐火被覆ではなく一部の柱、梁に耐火被覆

けられ るけられている

付け材が使用された天井等が天井ボード等で仕切られてい

いる

ため） ・シャフト内 ・パイプスペース

防火壁の書き込み部分 変電器裏・防火壁の書き込み部分 ・変電器裏

れのない事前調査を行うために、見落としやすい石綿の吹
有するようにしてください。

としての吹付け石綿、石綿含有吹付けロックウール、湿式石綿含有
ライト（ひる石吹付け）があるので、使用されている場所や改修工事

県労働局・労働基準監督署



建築物等の解体等の作業での労働

石綿ばく露防止に関する技術上の

１ 発注者からの石綿等の使用状況の通知

石綿障害防止規則に規定する事前調査を行う際の

目視の徹底とともに、以下の事項に留意して、適切

平成24年5

 発注者は、設計図書、過去の調査記録など石綿等の

２ 目視、設計図書等による調査

 石綿作業主任者技能講習修了者など、石綿に関し一石綿作業主任者技能講習修了者など、石綿に関し

 事前調査は建築物等の建材等の使用箇所、種類等を

 内壁、天井、床、屋根、煙突等に使用されている成形板
確認する際、国や製造企業等が提供する各種情報を活

国が公表するアスベスト含有建材データベース(http://w

３ 分析による調査３ 分析による調査

 石綿含有の分析は、十分な経験および必要な能力を持

 吹き付け材を分析する場合、石綿含有の有無（0.1
ばく露防止措置を講ずる際の参考とすることが望ましい

 補修、増改築がなされている場合や複数回の吹き付
有の有無を判断する。試料の採取に当たっては、表面に

 分析方法は、日本工業規格（JIS）A1481またはこれと

４ 調査結果の記録および掲示

 調査結果は、次の項目を記録する。調査結果には、
録す が望記録することが望ましい。

【調査結果の記録項目】

ア 事業場の名称 イ 建築物
ウ 発注者からの通知の有無 エ 調査方
オ 調査結果（分析結果を含む） カ 調査者
キ 調査を終了した年月日 ク その他

調査結果の記録のうちイ、ウ以外の項目について作業

周辺住民にも配慮し、見やすい位置に掲示する。

 調査結果の記録については、原本または写しを作業場

 石綿等が使用されていなかった場合でも、調査結果を

 調査結果の記録を40年間保存すること（発注者や建築

平成24年10月25日基安化発1025第3号 「建築物等の解体
～第8回東日本大震災アスベスト対策合同会議の専門家意

【参考】

者の

指針
に示す
事前調査の留意事項

知

の留意事項全般が、この指針に示されています。

切な事前調査をお願いします。

月9日公表

の使用状況等の情報を持つ場合には、請負人に通知する。

定の知見を持ち、的確に判断できる者が行う。定の知見を持ち、的確に判断できる者が行う。

を網羅的に把握できるよう行う。

板その他の建材等について、石綿等の使用の有無等を
活用する。

www.asbestos-database.jp/)

持つ者が行う。

%超）を判断するだけでなく、石綿の含有率も分析し、

い。

けが疑われるときは、吹き付けられた場所ごとに石綿含
にとどまらず下地近くまで採取する。

と同等以上の精度を有する分析方法を用いる。

写真や図面を添付し、調査した箇所が明らかになるよう

等の種別
方法および調査箇所
者氏名および所属
他必要な事項

業場に掲示する。掲示に当たっては、労働者はもちろん、

場に備え付ける。

を記録・掲示・備え付ける。

築物等の所有者も同様の保存が望ましい。

体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底について
意見を踏まえ～」




